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４.対象建築物 

新耐震基準導入以前（昭和56年５月以前）に建築された建築物等を対象とし、

生活の基盤となる「住宅※1」、病院や学校等の「多数の者が利用する建築物※2」、

「市有建築物※3」を本計画における対象建築物とします。 

 

【定義】 

※１ 「住宅」は、戸建て住宅（長屋住宅を含む）及び共同住宅 

※２ 「多数の者が利用する建築物」は、共同住宅、病院、学校、店舗、保育園、事務

所等の多くの人が利用する一定規模以上（主に1,000㎡以上かつ３階建てなど）の

建築物 

※３ 「市有建築物」は、市の施設になっている庁舎や学校等、耐震改修促進法に基づ

くもので主に200㎡を超える市所有の建築物 

 

『耐震化』とは？ 

『耐震化』とは、建築物を地震に耐えられるよう強くす

るため補強をすること。 

補強することで、地震の揺れにより建築物が大きく倒壊

せず、損傷を抑え、命を守る行動を取る時間を少しでも長

く確保できます。 

耐震補強には、壁に筋交いを入れる、新しく壁をつく

る、屋根を軽くするなどの方法があり、耐震診断で現状を

把握し、予算などを考えながら工法を選びます。 

その他、地震への対策には、制震、免震の方法がありま

す。 



 

















 









 





 



 



 







 





 




